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旧鐘突堂地区集会所活用事業者募集要項 

１ 目的 

旧鐘突堂地区集会所は、昭和 57 年に建設され、主に鐘突堂団地内住民の交流・親睦

の場として活用されてきたが、東日本大震災と原子力発電所事故等の影響により、近年

利用者がおらず、集会施設としての機能を十分に発揮できていない状態が継続していた。 

このことから、令和 7 年 12 月に地区集会所としての利用を廃止し、本施設を民間事

業者等に貸し付けすることで、施設活用を推進し地域活性化を図るものである。 

公募にあたっては、企画提案の内容等を十分に審査し事業活用事業者を選定する。 

 

２ 施設名及び所在地 

(１)施設名 旧鐘突堂地区集会所 

(２)所在地 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂４－１６ 

３ 施設の概要 

貸付対象施設の概要は以下のとおりとする。 

(１)旧鐘突堂地区集会所 

建築年月日 昭和５７年３月 

構造 ＲＣ陸屋根 1階 

耐震基準 新基準 

延床面積 ７３．７１㎡ 

電気・ガス 電力設備、ガス設備あり 

冷暖房設備 暖房設備なし 

水道設備 上水道(双葉地方水道企業団) 

汚水処理設備 下水道(楢葉町公共下水道) 

その他 建物内外に付帯する全ての機械、備品類 

駐車場等 

(２)土地 

敷地面積  １５２.７１㎡ 

※別紙図面参照 

※土地・建物の貸し付け範囲は事業者と協議のうえ決定するものとする。 

４ 応募資格 

応募資格を有する者は、次の全ての項目を満たす法人及び個人とする。 
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(１)地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者。 

(２)国税及び地方税に滞納がないこと。 

(３)会社更生法に定める更正手続又は民事再生法に定める再生手続を行っていない  

こと。 

(４)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２ 

条第２号に規定する「暴力団」及び同条第６号に規定する「暴力団員」に該当しな 

い者、また、これらに関与していない者。 

(５)代表者及び役員等が、次の項目に該当していないこと。 

① 破壊活動防止法に規定する破壊的団体及びその役職員又はその構成員 

② 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受けて 

いる、又は過去に受けたことがある団体及びその役職員又はその構成員 

③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業又は性  

風俗関連等特殊営業等を当該物件で営もうとする者 

④ 宗教活動、政治活動に利用する目的の者 

５ 貸付料 

年額 506,242円 （月額 42,186円 ※1月のみ 42,196円） 

内訳(土地：年額 421円、建物：年額 505,821円) 

※上記貸付料は、「３ 施設の概要」記載の土地、建物の貸付け面積を基に算出し 

ている。最終的な貸付料については、活用事業者決定後に貸付け範囲を協議し、決 

定するものとする。 

６ 貸付期間 

契約締結の日から３年間とする。 

なお、活用事業者が貸付の継続を希望し、町がこれを認めたときは、３年以内の 

貸付期間として更新することができる。その場合において、町は契約更新時点での 

土地、建物の評価額により貸付料を見直すことができる。 

７ 貸付条件 

(１)事業運営は活用事業者が自らの責任において行うこととし、契約後速やかに開始

すること。第三者への権利の譲渡又は事業の全部若しくは大部分を第三者に委託す

ることはできないものとする。 

(２)事業運営にあたっては、関係法令を遵守すること。 

(３)建物及び周辺の環境の適正な維持管理に努めること。また、適切な設備の定期 

点検を実施すること。 

(４)施設の維持管理費及び修繕費は、活用事業者負担とする。 

(５)物件に対する火災保険は、町で締結した火災保険の保険料を活用事業者が負担 

するものとし、町が発行する納入通知書により定められた納期限内に納付する。 
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ただし、町が締結している火災保険と同等以上の保障内容であれば、活用事業者自

身が火災保険を締結しても良いものとする。 

(６)施設の各種整備に要する経費は活用事業者負担とする。また、施設の改造等に 

ついては、町の承諾を得て、活用事業者の責任において行い、これにかかる費用に

ついては活用事業者負担とする。 

(７)備品等は、契約日現在の状態で貸与する。活用事業者が必要ないと判断した備品

であっても、町は処分しないものとする。 

(８)貸付期間を満了した場合や施設の使用を中止する場合は、活用事業者負担で、 

原状に回復して町へ返還するものとする。ただし、町が現状において返還すること

を認めた場合は、この限りではない。 

(９)契約締結後に判明した隠れた瑕疵については、町は責任を負わないものとす

る。 

８ 貸付に関する参考事項 

上記７貸付条件のとおり、維持管理や各種整備に要する経費は、すべて事業者負 

担となるため、下記参考事項について留意すること。 

(１)火災保険料について 

令和８年度の火災保険料(年額)は、２，７０２円である。 

(２)電気及び水道工事について 

現状有姿での貸し付けとなるので、新たに配線(配管)工事を行う場合の費用負担に

ついては、協議となる。 

(３)事業開始による届出及び費用等について 

事業者選定後の事業開始にあたって、必要となる届出及び費用等は全て活用事業 

者によるものとする。 

(４)旧鐘突堂地区集会所は、現在は町の指定避難場所となっており、契約締結後も指

定避難場所としての利用を想定しているため、施設利用について協議となる。 

 

９ 募集スケジュール 

(１)募集要項公表 

期間 令和８年３月１８日（水)～令和８年３月３１日(火) 

※募集要項は、楢葉町ホームページ(http://www.naraha.lg.jp)に掲載する。 

(２)施設見学及び竣工図縦覧 

施設見学を希望する場合は事前に総務課へ電話にて連絡のうえ、日程を調 

整すること。 

(３)質問受付 

質問については令和８年３月１８日(水)～令和８年３月２３日(月)の期間 

で受付するので、ＦＡＸ、メール等の書面(様式任意)により問い合わせすること。 

電話等の口頭での質問には対応しない。 

質問に対する回答については、応募者全員に対して公表する。 

http://www.naraha.lg.jp/
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問合せ先 

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５－６ 

楢葉町総務課 

電話 0240-23-6100 

ＦＡＸ 0240-25-5564 

メールアドレス kanzai-n@town.naraha.lg.jp 

（４）募集受付 

① 受付期間 令和８年３月１８日(水)～令和８年３月３１日(火)(必着) 

② 受付時間 午前８時３０分～午後５時 

③ 受付場所 〒９７９－０６０４ 

福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５－６ 

楢葉町役場総務課 

④ 受付方法 郵送又は持参 

１０ 提出書類 

下記①～⑧について、正本１部、副本１部の計２部を提出すること。 

① 応募申込書(様式１) 

② 事業者概要書(様式２) 

③ 事業計画書(様式３) 

④ 収支計画書(様式４)※様式４に代わる既存書類がある場合には代替可 

⑤ 誓約書 

⑥ 商業登記事項証明書の履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票) 

⑦ 国税及び地方税の滞納が無いことを証明する書類 

⑧ その他事業の説明等に必要な書類がある場合には参考資料(任意) 

※会社概要、事業経歴書(パンフレット可) 

１１ 応募に関する留意事項 

(１)提出書類の作成及び提出に要する経費は、応募者の負担とする。 

(２)受付期間終了後、提出された書類等の再提出及び差替えは原則として認めな 

い。 

(３)提出書類の返却はしないので、必要に応じて、写しを保管すること。 

１２ 審査方法 

(１)「下記１５ 審査項目」に基づき、応募者からの提出書類の内容をもとに、選定委 

員会において総合的に評価、審査を行い、活用事業者を選定する。 

(２)審査にあたって必要と判断した場合には、追加書類の提出を求める場合がある。 
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１３ 審査結果通知 

審査結果については４月中旬を目途に、応募者全員に対し、郵送により通知する。 

審査結果に関する異議等は受け付けないものとする。 

１４ 契約締結交渉事業者選定後の取り扱い 

契約締結交渉事業者選定後(審査結果通知後)、事業者と町との間で、事前協議を 行

った上で、使用貸借契約締結の手続きを行う。使用貸借開始日は令和８年５月１日を

予定している。 

１５ 審査項目 

事業提案への参加を表明し、応募者資格(募集要項４)を満たしていると確認された

者について、その企画提案の内容を本審査要領に定める項目に基づき審査の上、選定

委員の合議により契約締結交渉事業者を選定する。 

審査項目及び審査項目ごとの配点 

表１ 審査基準表 
 

審査項目 審査基準 配点 評点 点数 

１ 事業内容・収支 

計画について 

事業内容がわかりやすく具体的に記載されており、魅力 

的な内容となっているか 
3 

  

事業内容に対して妥当性のある収支計画であるか 2 
  

２ 施設の運営・管 

理について 

近隣住民への住環境等への配慮が充分か 2 
  

施設の安全対策(事故防止、情報管理、法令遵守、危機 

管理のための対策・体制は)充分か 
2 

  

施設・設備の維持管理及び修繕整備のための計画・体制 

は適切か 
2 

  

３ 地域活性化につ 

いて 

地域経済・産業(観光、農業、商業等)への波及効果が あ

るか 
3 

  

地域特性・資源を活かした提案であるか 3 
  

４ 公民連携につい 

て 

行政施策との連携等の公民連携に資する提案があるか 
3 

  

合 計 20 
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１６ 評価基準 

評価の点数は最高１００点とし、「１５ 表１」に示す審査基準と配点に従い、提案

者の提案書類の内容について評価する。 

評価は、次の表のとおり６段階で評価を行う。「十分である」を基準として、それ

よりもどの程度優れているか、劣っているかを判断するものとする。 

 

評 価 評点 

極めて優れている ５ 

優れている ４ 

十分である ３ 

劣る ２ 

大変劣る １ 

評価できない又は記載してない ０ 

※点数=審査基準表の配点×採点記入における評点  

１７ 契約締結交渉事業者の選定について 

選定委員会委員の採点により、以下の条件に従い順次選定する。 

ただし、選定委員会委員の評価点数の平均が５０点に満たない者は、要求水準を満 

たしていないものと判断して、契約締結交渉事業者として選定しない。 

【選定順位】 

① 選定委員会全委員の評価点数の合計が最高点数の者。 

② ①が複数いる場合は、選定委員会委員の協議により同点者の順位を決定する。 


